
 1/2   

 

 

１． 変更内容 

「原産地証明書識別」欄の入力方法は、以下のとおり。（黄色の背景箇所が当該変更箇所。） 

 

入力条件 入力可能なコード 原
産
地
証
明 

貨物の種類 原産地証明書の

種類等 

有 

／ 

無 

添付書類の種

類 

有 

／ 

無 

特恵用 自由貿易協定用 協定用等 

バイ 

協定用 

マルチ 

協定用 

自国関与品 特恵用 

原産地証明書 

○ 累積加工製造 

証明書 

○ Ａ    ＊ 

特恵用 

原産地証明書 

○ － － Ｊ    ＊ 

自国関与品以外 特恵用 

原産地証明書 

○ 累積加工製造 

証明書 

○ Ｂ    ＊ 

上記特恵用識別

「Ａ」「Ｊ」及び

「Ｂ」の場合を除

く貨物 

特恵用 

原産地証明書 

○ － － Ｐ    ＊ 

税関長が貨物の種

類または形状によ

り、その原産地が

明らかであると認

めた貨物 

提出省略 － － － Ｃ Ｄ ６   

少額貨物扱い － － － － Ｔ Ｅ ５   

自由貿易協定関税

割当品目 

自由貿易協定用 

原産地証明書 

○ 自由貿易協定 

関税割当証明

書 

○  Ｋ １  ＊ 

自由貿易協定用 

原産品申告書 

○ 自由貿易協定

関税割当証明

書 

○  Ｈ   ＊ 

少額 － 自由貿易協定 

関税割当証明

書 

○  Ｙ ２   

提出省略 － 自由貿易協定 

関税割当証明

書 

○  Ｚ ３   

自由貿易協定に基

づく原産地証明書

または原産品申告

書がある貨物 

自由貿易協定用 

原産地証明書 

○ － －  Ｆ ４  ＊ 

自由貿易協定用 

原産品申告書 

○ － －  Ｕ   ＊ 

協定用原産地証明

書がある貨物 

協定用原産地 

証明書 

○ － －    Ｇ ＊ 

要
件
事
項 

＜Air-NACCS/Sea-NACCS 共通＞ 
原産地証明書識別の見直し 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

使用できない項目（EPAにおける明らか物品）にコードが割り当てられている。 

 

＜変更後仕様＞ 

使用できない項目（EPAにおける明らか物品）に割り当てられているコードを削除する。 
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入力条件 入力可能なコード 原
産
地
証
明 

貨物の種類 原産地証明書の

種類等 

有 

／ 

無 

添付書類の種

類 

有 

／ 

無 

特恵用 自由貿易協定用 協定用等 

バイ 

協定用 

マルチ 

協定用 

貨物、インボイス

等により原産地が

確認できる貨物 

協定用原産地 

証明書 

× － －    Ｒ  

輸入割当等公表告

示三－８に規定す

る原産地証明書が

ある貨物 

輸入割当等公表

告示三－８に規

定する原産地証

明書 

○ － －    Ｓ ＊ 

原産地が確認でき

ない貨物 

－ － － －    Ｎ  

原産地証明書提出

猶予申請を行う貨

物 

－ － － － Ｍ     

原産地証明書また

は原産品申告書の

提出猶予申請を行

う貨物 

－（自由貿易協

定用 

原産地証明書） 

－ － －  Ｌ ７   

－（自由貿易協

定用 

原産品申告書） 

－ － －  Ｗ    

 

２．変更対象 

（1）「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務 

（2）「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務 

（3）「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務 

（4）「輸入申告（ＩＤＣ）」業務 

（5）「シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ）」業務 

（6）「輸入申告変更（ＩＤＥ）」業務 

（7）「輸入申告等照会（ＩＩＤ）」業務 

（8）「輸入申告事項登録（沖縄特免制度）（ＯＴＡ）」業務 

（9）「輸入申告変更事項登録（沖縄特免制度）（ＯＴＡ０１）」業務 

（10）「石油製品等移出（総保出）輸入申告事項登録（ＭＷＡ）」業務 

（11）「石油製品等移出（総保出）輸入申告変更事項登録（ＭＷＡ０１）」業務 

（12）「一括特例申告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務 

（13）「インボイス・パッキングリスト仕分情報登録（ＩＶＢ）」業務 

（14）「インボイス・パッキングリスト仕分情報仮登録（ＩＶＢ０２）」業務 

（15）「輸入申告（沖縄特免制度）（ＯＴＣ）」業務 

（16）「輸入申告変更（沖縄特免制度）（ＯＴＥ）」業務 

 

３．リリース日 

平成２７年１２月２０日（日） 

 


